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                              教委教務 第 514 号 

                              平成 13年 9月 12 日 

 府立高等学校長 様 

                                 教育振興室長 

 

 

 

   府立高等学校における障害のある生徒に対する学習指導及び評価について（通知） 

 

 

 

 本府において、障害のある児童・生徒の教育については、一人ひとりの障害の状況等に配慮し

つつ、その可能性を最大限に伸ばし、積極的に社会参加・自立する人間の育成を図ることをねら

いとして、これまで推進してきたところである。 

 近年、府立高等学校においても、障害のある生徒が多数学んでおり、障害の有無にかかわらず、

「共に学び共に育つ」という理念に基づいて教育を行うことが求められている。 

 このことを踏まえ、各学校においては、下記の点について十分留意の上、障害のある生徒に対

する学習指導及び評価を行うよう教職員に周知願います。 

 

記 

 

１ 障害のある生徒の指導については、教職員の共通理解を図るとともに、その障害の種別や程

度等に応じて、特別な配慮のもとに、可能性を最大限に伸ばすよう、きめ細かく行うこと。 

 

２ 生徒一人ひとりの実態に即した適切な指導を行うため、障害の状況を把握し、家庭、専門医

等とも連絡を密にして、指導目標を設定するとともに、指導内容・指導方法を工夫すること。 

  その際、盲学校、聾学校及び養護学校における学習指導方法等も参考にすること。 

 

３ 教育課程の編成については、「学校設定教科・科目」の開設、教科・科目の選択や単位数の増

減などについて弾力的な対応を行うこと。また、生徒の障害の状況によって、教育課程の変更

を行う必要が生じた場合には、教育委員会と協議を行うこと。 

 

４ 評価に当たっては、評価のあり方や評価の方法を生徒の障害の状況に即して検討するととも

に、指導の目標に照らして生徒の変容を多角的、総合的に評価すること。その際、特に、知識

の量のみを測るのではなく、生徒の学習の過程や成果、進歩の状況などを積極的に評価するこ

と。 

 

５ 評価の通知については、生徒が自らの学習過程を振り返り、新たな自分の目標や課題を設定

し意欲的に学習に取り組めるよう、必要に応じて、その形式・方法及び時期等を工夫すること。 

 

６ 進級・卒業の判定について、本通知文の趣旨を踏まえて、内規の見直しを行うなど、柔軟な

対応を行うこと。 
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